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新型コロナウイルス感染症対策 

６月１日開催 津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

（第１９回）開催結果 

 
 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 

 



 
 

６月１日開催津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第１９回） 

開催結果 

１ 決定事項 

（１）新型コロナウイルス感染症特別定額給付金２３７億５，４２０万円（８

５．７２％）５月末振込実績及び給付事務体制の再編について（新型コロ

ナウイルス感染症特別定額給付金等推進担当） 

   特別定額給付金については、４月２２日に新型コロナウイルス感染症特 

別定額給付金等推進室を１２名の職員で設置し、申請書発送の準備を進め、 

５月１１日には、同室に更に現場責任者１５名を配置し、給付作業従事者 

については、会計年度任用職員が最大１０７名、勤務時間内の業務応援職 

員が最大４１名、夜間・土・日の勤務時間外の業務応援職員が最大６５名、 

相談窓口での受付業務は８名の体制で給付事務に取り組み、各所属からの 

応援によって、最も多くの人員で取り組んだ日は、最大の動員であった５ 

月２２日であり、一日あたり最大時２１８名の体制で作業を行いました。 

特別定額給付金の申請書の返送件数の状況については、５月３１日まで 

に１１１，８３４通の返送があり、ピーク時には１日当たり２０，０００ 

件以上の返送がありましたが、先週は１日あたり約１，２００件から、多 

くとも３，０００件程度となっています。 

給付の状況については、５月２９日までに１０４，９０９世帯、２３７， 

５４２人、２３７億５，４２０円の給付を完了しました。発送件数に対す 

る給付率は、総世帯数に対しては８２．８６％、人口に対しては８５．７ 

２％になります。 

また、特別定額給付金に係る相談コールセンターでの相談件数ですが、 

５月２９日午後４時までに７，１８１件の相談がありました。申請書発送 

後の翌週である５月１８日には、約１，２００件と相談のピークを迎えま 

したが、５月２９日には、約２２４件と相談件数も落ち着いてきています。 

このような本日までの給付事務の状況等を踏まえると、今後の給付事務 

についは、申請書の返送件数がこれまでよりも少なくなる一方、申請書返 

戻分の対応や施設入所者等の申請手続き、未申請者への周知・呼びかけ等 

の業務への比重が大きくなる第２フェーズへ移行するものと予想していま 

す。 

これらの第２フェーズの給付事務に適確に対応するために新型コロナウ 

イルス感染症特別定額給付金等推進室については、本日から２７名から２ 

２名の職員体制に再編成して取り組むこととします。 

 

 



 
 

２ 報告事項 

（１）５月２２日、市長メッセージの発信について報告（危機管理部） 

   市長が、５月２２日、市民の皆様に向けて、新型コロナウイルス感染症

に関する市長メッセージ⑨を発信しました。 

（２）子育て世帯家計支援事業の実施について報告（こども政策担当、教育委

員会） 

   子育て世帯家計支援事業の実施については、現在、子育て推進課子育て

世帯家計支援担当を中心に、教育委員会事務局教育総務課及び学校教育課

と連携して、子育て世帯家計支援金の交付と給食費無償化を迅速に行える

よう事務を進めています。 

   本日、保育所や認定こども園、給食を提供していない幼稚園、私立小中

学校、県立学校の小中学部、国立小中学校に対し、支援金交付の申請書約

１０，０００通を送付し、保護者への配布を依頼することとします。 

   また、６月１５日に、認可外保育施設を利用している児童や未就園児が

おみえの世帯に申請書約４，０００通を直接郵送する予定となっており、

申請を受け付け次第、概ね１週間から３週間程度で支援金を交付する予定

です。 

（３）津市立幼稚園及び津市立幼保連携型認定こども園（１号認定子ども）の

夏季休業期間中の保育日の確保について報告（教育委員会、こども政策担

当） 

   津市立幼稚園及び津市立幼保連携型認定こども園（１号認定子ども）に

おいて、新型コロナウイルス感染症対策として４月から５月に実施した臨

時休業に伴う保育日の補充について、各学年の教育課程に係る教育週数３

９週を確保するため、夏季休業期間中の７月２１日から７月３１日までの

７日間を保育日とし、1 学期終業式を７月３１日に実施することとしまし

た。 

   したがって、実質的な夏季休業日を８月１日から８月３１日までとし、

２学期始業式については、当初の予定通り９月１日とします。 

（４）津市立幼稚園における給食無償化と今後の給食費の取り扱いについて報

告（教育委員会） 

   子育て世帯家計支援事業による給食費の無償化に伴い、給食を実施して

いる市立幼稚園の給食費については、別紙のとおり取り扱うこととしまし

た。（１７ページ参照） 

   なお、給食を実施していない市立幼稚園に在籍する園児には、給食費相

当額の支援金を交付します。 



 
 

（５）水道基本料金の無料化の実施について報告（上下水道管理局） 

   すべての家計と事業者への支援である水道料金の基本料金無料化につい 

ては、５月２０日、令和２年第２回津市議会臨時会において予算措置及び

条例改正の議決を得、本日、６月１日検針分からスタートしました。 

   無料化の期間は、６月１日から７月３１日までの間の検針により料金が

確定する２か月分で、対象者は給水契約のあるすべての家計及び事業者、

その対象件数は約１３万６，７００件です。 

   また、無料化に関して、お客さまによる申請は不要です。 

   その具体的な取り扱いについては、次の表のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）津市事業継続支援金の申請状況について報告（ビジネスサポートセンタ

ー） 

   津市事業継続支援金については、５月２５日から郵送にて申請の受付を

開始しました。 

   ２５日から２９日までの間において、電話等でのお問い合わせは、全部

で８９件、申請いただいた件数は７件となっています。 

   現在、申請いただいた書類については、内容点検等行い、必要に応じて

水道料金の基本料金無料化の詳細

検針日 納期限（口座振替日） 使用期間

1日～６日 ６月２９日（月）

6月 １０日～１６日 ７月　８日（水）

２０日～２６日 ７月２０日（月）

1日～６日 ７月２８日（火）

7月 １０日～１６日 ８月１１日（火）

２０日～２６日 ８月１８日（火）

1日～６日 ６月２９日（月）

6月 １０日～１６日 ７月　８日（水）

２０日～２６日 ７月２０日（月）

1日～６日 ７月２８日（火）

7月 １０日～１６日 ８月１１日（火）

２０日～２６日 ８月１８日（火）

２か月
検針

偶数月
４月検針の翌日から
６月検針の日まで

奇数月
５月検針の翌日から
７月検針の日まで

　令和２年６月２９日（月）から同年８月１８日（火）までの間に納期限（口座振替日）
となる基本料金を無料とします。

検針月

毎月

５月検針の翌日から
６月検針の日まで

６月検針の翌日から
７月検針の日まで



 
 

申請者と連絡を取りながら、順次作業を行っています。 

（７）頑張る事業者応援プロジェクト「市内事業者向け事業継続支援販売所」

の実施状況について報告（商工観光部） 

   前回の津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第１８回）におい

て、津センターパレス 1 階及び津市まん中広場で５月２７日からの再開を

決定した頑張る事業者応援プロジェクト「市内事業者向け事業継続支援販

売所」の実施状況は、次のとおりです。 

   なお、出店者の販売状況については、お弁当を中心として、早い時間に

売り切れるなど、好調な状況です。 

  ・ 令和２年５月２７日（水） 

    津センターパレス１階 ４事業者出店／４区画（出店可能区画数） 

津市まん中広場     ２事業者出店／３区画（出店可能区画数）※ 

・ 令和２年５月２８日（木） 

    津センターパレス１階 ４事業者出店／４区画（出店可能区画数） 

津市まん中広場     既に予約していた方が全区画利用※ 

・ 令和２年５月２９日（金） 

    津センターパレス１階 ３事業者出店／４区画（出店可能区画数） 

津市まん中広場    ２事業者出店／４区画（出店可能区画数）※ 

※ 津市まん中広場については、これまで定期的に販売等で利用される

方の利用は優先しています。 

（８）国の持続化給付金申請サポート会場の設置について報告（商工観光部） 

   国の持続化給付金に関しては、中小企業庁が、新型コロナウイルス感染

拡大防止を考慮し、迅速かつ安全に給付を行うため、基本、「電子（オン

ライン）申請」で受け付けていますが、ご自身で電子申請を行うことが困

難な方のために、「申請サポート会場」を順次開設しています。 

 この申請サポート会場については、中小企業庁から商工会議所に対し会 

場選定に係る協力依頼がされており、津市においても津商工会議所の協力 

のもと、以下のとおり持続化給付金に係る申請サポート会場の開設が決ま 

りました。 

  ・ 会場名 

持続化給付金申請サポート会場 津会場（会場コード２４１０） 

・ 開設日 

  令和２年６月４日（木） 

  ・ 場所 

津センターパレス ４階 特設会場 （津市大門７番１５号） 



 
 

  ・ 電話 

  持続化給付金コールセンター ０１２０－１１５－５７０ 

（受付時間 午前８時３０分から午後７時まで） 

（９）幼児健康診査の再開について報告（健康医療担当） 

   国からの緊急事態宣言が解除されたことを受けて、新しい生活様式を踏

まえた感染防止対策を徹底しながら、６月より、１歳６か月児健康診査及

び３歳児健康診査について再開することとしました。 

   なお、幼児健康診査の再開については、ホームページにおいて周知し、

対象者には、日程をハガキで案内しました。 

（10）市施設における換気の方法について報告（税務・財産管理担当） 

   厚生労働省が、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の見解で示さ

れたクラスター感染発生リスク要因の一つである「換気の悪い空間」を改

善するための換気の方法を推奨していることを踏まえ、「市施設における

換気の方法について」を作成し、本日、６月１日に、各所管部局に通知し

ました。 

   厚生労働省によれば、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に 

定める特定建築物（延べ床面積が３，０００㎡以上の建築物）については、 

同法における空気環境の調整に関する基準に従って当該建築物を維持管理 

しなければならないとされており、この環境基準に適合していれば、必要 

換気量（一人当たり毎時３０㎥）が確保されていることとなり、その場合 

「換気が悪い空間」には当たらないという見解を示しています。 

   そこで、本庁舎における機械換気（空気調和設備）の状況については、

この環境基準に適合していることを確認しています（昨年８月における最 

高値は６９１ｐｐｍで、令和元年度の測定値の平均値は７０３ｐｐｍ）が、 

ご来庁者の方が、より安全かつ安心してご利用いただくために、機械換気 

と併せて、定期的に窓の開放による自然換気を行うこととしました。 

 また、本庁舎以外の施設で特定建築物に該当する施設は、本庁舎の例に 

より、環境基準に適合するための機械換気と、窓の開放による自然換気を 

行い、特定建築物に該当しない施設については、機械換気が可能な施設に 

あっては、特定建築物に該当する施設の換気の方法に準じて換気を行うこ 

ととし、機械換気ができない施設にあっては、対角線上の窓開けや扇風機 

の使用など換気効率を考慮した自然換気を行うこととしました。 

（11）津市立小・中・義務教育学校及び幼稚園における教室等の換気について

報告（教育委員会） 

   津市立小・中・義務教育学校及び幼稚園における教室等の換気の方法に



 
 

つきましては、５月２２日付けで文部科学省から示された「学校における

新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～『学校の新しい

生活様式』～」を踏まえ、「学校及び幼稚園における教室等の換気の方法

について」を作成し、本日、６月１日に各小・中・義務教育学校長及び幼

稚園長宛に通知しました。 

   津市立のすべての学校及び幼稚園においては、暑さ対策のため教室等に

設置したエアコンを常時稼働させるとともに、適宜、対角線上に２方向の

窓を開け、補助的に扇風機を使用するなど、教室内の換気に努めます。 

   また、これまでの熱中症対策に加え、児童生徒等が登校（園）する前に

教室等のエアコンを稼働させ、入室後にできるだけ早くクールダウンでき

る環境を整えるなど、十分な感染症対策を行いながら、これまで以上に熱

中症対策にも心がけ、教職員が、児童生徒等の様子をしっかりと観察し、 

安全に安心して学校（園）生活を送ることができるよう最善を尽くします。 

（12）市税の徴収猶予の実施状況について報告（税務・財産管理担当） 

   国の新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策における税制上の措

置として、本年４月３０日に「徴収猶予の特例制度」が施行され、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により、令和２年２月以降の任意の期間（１か

月以上）において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね２０％以上

減少し、かつ、一時に納付することが困難な納税者には、無担保かつ延滞

金なしで、一年間、市税の徴収を猶予することができるようになったこと

から、市ホームページや納税相談時に納税者に説明しています。 

   そこで、５月１日から５月３１日までの徴収猶予の実施状況について、 

相談件数は６５件で、申請件数は２４件（個人７件、法人１７件）であり、 

その全ての申請に対し徴収猶予（猶予税額の総額１３，９２０，８００円） 

を認めました。 

（13）緊急事態解除宣言を受けた市施設の運営について報告（税務・財産管理

担当） 

   前回の津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第１８回）におけ

る報告において、再開時期が決定していなかった５施設について、次のと

おりとしました。 

・ ２か所の御殿場地内の観光駐車場については、６月１日から再開 

・ 市民活動センターの貸館部分については、６月１日から再開 

・ 津なぎさまち内旅客船ターミナルと空港島旅客船ターミナルについ 

ては、津エアポートラインの高速船が６月１８日まで全面運休するこ 

とから、再開時期については改めて報告します。 



 
 

   次に、５月２５日、国の緊急事態解除宣言を受けて、市施設の運営につ

いて、国は同日、基本的対処方針を変更し、三重県は翌２６日、「三重県

指針 Ver.２」を発出しました。 

   国の基本的対処方針や「三重県指針 Ver.２」では、「新しい生活様式」

が社会経済全体に定着するまで、一定の移行期間を設けることとし、地域

の感染状況等について評価を行いながら、外出の自粛等を段階的に緩和す

るとしています。 

   これらのことを踏まえ、緊急事態解除宣言を受けた市施設の運営に当た

っての３つの基本的な方針を定めることとしました。 

   １点目は 県外からの市施設のご利用について、「三重県指針 Ver.２」 

における「移動に関する感染防止対策」を踏まえ、次のとおりとしました。 

・ ５月３１日まで 県外からのご利用を控えていただくようお願いし 

ました。 

・ ６月１日から６月１８日まで５月２５日の緊急事態宣言解除前の特 

定警戒都道県（北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）からの 

ご利用を控えていただくようお願いします。また、その他の府県から 

のご利用に当たっては、ご利用者には、お住いの府県の移動に関する 

方針にご留意いただくとともに、「新しい生活様式」に心掛けていた 

だくようお願いします。 

・ ６月１９日以降、ご利用者には、お住いの都道府県の移動に関する 

 方針にご留意いただくとともに、市施設のご利用に当たっては「新し 

 い生活様式」に心掛けていただくようお願いします。 

２点目は、施設の活動内容について、「三重県指針 Ver.２」においては、 

これまでクラスターが発生しているような施設については、業種ごとの感 

染拡大予防ガイドライン等の実践を強く求めていることから、市施設（貸 

館を含む。）において、クラスター発生事例と同種又は類似する活動を行 

う場合は、３点目に掲げる施設の特性や利用の実態に応じた感染症対策の 

徹底はもとより、クラスター発生の回避策を十分に講じることとします。 

なお、県内においてクラスター発生事例が生じるなど「三重県指針 Ver. 

２」の見直しが行われ、施設の使用休止要請がなされた場合は、発生事例 

を踏まえた利用自粛要請を行うこととしました。 

３点目は、「新しい生活様式」を取り入れた感染防止対策の徹底につい 

て、感染拡大の防止と社会経済活動の両立を図るうえで、「新しい生活様 

式」の定着が必要であるとされていることから、「新しい生活様式」の実 

践例や、基本的対処方針及び「三重県指針 Ver.２」並びに業種や施設の種 



 
 

別に応じたガイドラインなどを踏まえ、引き続きそれぞれの施設の特性や 

利用の実態に応じた適切な感染症対策を徹底していくこととしました。 

（14）ボートレース津における営業等の再開について報告（ボートレース事業

部） 

   ボートレースは、２月２８日以降、感染拡大防止の観点から、全国で、

無観客開催の実施及び競走場、外向発売所及び場外発売場における発売中

止の対応を継続しながら、関係団体において「モーターボート競走におけ

る新型コロナウイルス感染症拡大予防ガイドライン」を策定し、再開の準

備をすすめてきました。 

   ５月１４日に３９県の緊急事態宣言が解除されたことに伴い、再開が可

能となった地域から準備をすすめていますが、ボートレース津は６月８日

から外向発売所の営業を、６月１５日から開催のレースから、お客様に入

場いただいての開催を、再開することとしました。 

   なお、ご来場のお客様には、感染症防止対策にご理解ご協力をいただき

ながら、安全な場所として安心してご利用いただけるよう、各種対策を実

施し、運営します。 

（15）令和２年度津市敬老事業の中止について報告（健康福祉部） 

   令和２年度津市敬老事業については、津市、津市地区社協連絡協議会及

び津市社会福祉協議会による協議の上、昨今の新型コロナウイルス感染症

の状況に鑑み、５月２１日に中止を決定しました。 

   なお、このことについては、広報津７月１日号（１６日号との合併号）

の同時配布物による市内全域への回覧及び同８月１日号（１６日号との合

併号）に掲載し、広く市民の皆様に周知を図ることとしました。 

（16）令和２年度あのう「光れ！しかけ花火」祭りの中止について報告（総合

支所） 

   新型コロナウイルス感染症拡大防止等、現下の情勢に鑑み、８月１５日

に開催を予定していた、令和２年度あのう「光れ！しかけ花火」祭りは、

５月２７日、書面表決により実行委員会において中止が決定されました。 

（17）三重県指定無形民俗文化財「宮踊り（香良洲町）」の中止について報告

（総合支所） 

   新型コロナウイルス感染症及びまん延防止のため、８月１５日～１６日

に開催を予定していた自治会香良洲支部主催の、三重県指定無形民俗文化

財「宮踊り」は、５月８日に開催された自治会長会議において中止が決定

されました。 

（18）緊急事態解除宣言を受けた市主催イベントの開催判断の考え方について



 
 

報告（危機管理部） 

   ５月２５日、国の緊急事態解除宣言を受けて、また、翌２６日、三重県

が発出した「三重県指針 Ver.２」及び三重県主催イベントの開催基準を踏

まえ、市主催イベントの開催判断の考え方について、５月１５日付けで通

知していたものを改めて見直しを行い、５月２６日付けで各部局に対して

通知したとともに、広く情報を発信するため、市ホームページに登載しま

した。 

（19）津市新型コロナウイルス感染症市民生活相談案内窓口等の相談状況及び

今後の津市新型コロナウイルス感染症市民生活相談案内窓口の体制につい

て報告（危機管理部） 

   ４月９日に開設した津市新型コロナウイルス感染症市民生活相談案内窓

口は、５月３１日までの土、日、祝日を除く３３日間で合計４，１３０件

の相談があり、この間、特に特別定額給付金の振り込みが開始された５月

１１日の週は、申請書の書き方や添付書類の相談、さらに申請を済ませた

方からは振り込みの時期などの相談が寄せられたことから、他部から応援

職員の協力を得ながら、また、新型コロナウイルス感染症特別定額給付金

等推進室とも十分な連携を取りながら対応しましたが、その後、振り込み

が進んできた５月２５日の週には一定の落ち着きが見られてきました。 

   しかし、当相談案内窓口は、市民の皆様の不安の解消に取り組むべく、

新型コロナウイルス感染症に係る本市の対応についてのご相談等を一義的

に受け付けて、専門的な対応が必要な場合については、適切に回答できる

担当部局に「つなぐ」として開設したものであり、国は緊急事態解除宣言

を発出したものの、新型コロナウイルス感染症は終息していない状況であ

ることから、相談案内窓口担当職員４名と特別定額給付金等推進室兼務担

当職員２名の合計６名体制で引き続き設置することとしました。 

 



 
以下会議資料 

津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第１９回） 

 

令和２年６月１日（月） 

 午前１１時～      

本庁舎８階 大会議室Ａ 

 

１ 津市新型コロナウイルス感染症対策本部の継続について報告（危機管理部） 

 

２ 国・県の動き 

（１）国の緊急事態解除宣言及び三重県の対応について報告（危機管理部） 

（２）その他 

 

３ 協議事項 

（１）新型コロナウイルス感染症特別定額給付金２３７億５，４２０万円 

（８５．７２％）５月末振込実績及び給付事務体制の再編について協議

（新型コロナウイルス感染症特別定額給付金等推進担当） 

（２）その他 

 

４ 報告事項 

（１）５月２２日、市長メッセージの発信について報告（危機管理部） 

（２）子育て世帯家計支援事業の実施について報告（こども政策担当、教育委

員会） 

（３）津市立幼稚園及び津市立幼保連携型認定こども園（１号認定子ども）の

夏季休業期間中の保育日の確保について報告（教育委員会、こども政策担

当） 

（４）津市立幼稚園における給食無償化と今後の給食費の取り扱いについて報

告（教育委員会） 

（５）水道基本料金の無料化の実施について報告（上下水道管理局） 

（６）津市事業継続支援金の申請状況について報告（ビジネスサポートセンタ

ー） 

（７）頑張る事業者応援プロジェクト「市内事業者向け事業継続支援販売所」

の実施状況について報告（商工観光部） 



（８）国の持続化給付金申請サポート会場の設置について報告（商工観光部） 

（９）幼児健康診査の再開について報告（健康医療担当） 

（10）市施設における換気の方法について報告（税務・財産管理担当） 

（11）津市立小・中・義務教育学校及び幼稚園における教室等の換気について

報告（教育委員会） 

（12）市税の徴収猶予の実施状況について報告（税務・財産管理担当） 

（13）緊急事態解除宣言を受けた市施設の運営について報告（税務・財産管理

担当） 

（14）ボートレース津における営業等の再開について報告（ボートレース事業

部） 

（15）令和２年度津市敬老事業の中止について報告（健康福祉部） 

（16）令和２年度あのう「光れ！しかけ花火」祭りの中止について報告（総合

支所） 

（17）三重県指定無形民俗文化財「宮踊り（香良洲町）」の中止について報告

（総合支所） 

（18）緊急事態解除宣言を受けた市主催イベントの開催判断の考え方について

報告（危機管理部） 

（19）津市新型コロナウイルス感染症市民生活相談案内窓口等の相談状況及び

今後の津市新型コロナウイルス感染症市民生活相談案内窓口の体制につい

て報告（危機管理部） 

 

５ その他 
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